
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項 

 保線職場において早朝時間帯対応の２名体制確保で指定する勤務を明らかにすること 

【組合】 【会社】 

・同じ施策の中で各職場が勤務パターンが異なること

で不公平感が生まれるのではないか？支社として

の考えはあるのか？ 

 

・職場によっては納得感がないという職場もあるが社

員の意見を吸い上げたうえで検討されたい。 

・現場ではまだ不明確な部分もある。現場をフォロー

できる体制を構築して頂きたい。 

・夜間作業がない場合、内業をさせておくということ

もあり得るのか？所内でデスクワークし休憩をと

ってということまでは考えてないのか？ 

 

・線区の状況や出動実績を踏まえて必要と思われる体

制を職場ごとに組んでいくことが基本的な考え方。 

 職場ごとに状況を見て柔軟に対応し必要な体制を

確保していく。 

・多数の意見を頂いていることは認識している。引き

続き状況を見守って必要な体制は確保していく。 

・フォローは今後も行っていく。 

 

・内業というイメージはない。基本的にはそういう考

え方はない。夜間作業時に従事することは宿直者と

変わらない。所内デスクワークし休憩をとるという

ことは考えてない。 

 

 

 

 

第６項 

 保線職場の２名体制確保のための夜業では、安全パトロールを行い、社員の安全意識の向上と異常時の柔軟 

な対応を可能な体制とすること 

【組合】 【会社】 

・安パトが組めるような場合には、柔軟な対応と安全

意識の向上がかなうという問題意識だ。 

・勤務総配で余裕があれば柔軟に対応できると認識 

 している。安パトは安全意識の向上が図れると考え 

 ている。 
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